
資料３  

第３ 回東濃西部広域ごみ焼却施設整備等協議会 

令和８ 年４ 月 10 日 

      

 

 

 

 

 

 

東濃西部広域ごみ焼却施設整備に係る  

基本構想案 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 8 年 月 日 

 

東濃西部広域ごみ焼却施設整備等協議会 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料２
　　　　　　　　　　　　　令和８年５月７日
第７回東濃西部広域ごみ焼却施設整備等審議会



資料３  

第３ 回東濃西部広域ごみ焼却施設整備等協議会 

令和８ 年４ 月 10 日 

 

 



目   次 

1 広域ごみ焼却施設整備等に係る 基本構想策定の経緯  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1  

2 ごみ処理の広域化のメ リ ッ ト   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2  

3 基本構想の検討項目  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2  

4  広域化する 範囲・ 処理対象物の決定  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3  

5  分別区分の調整  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3  

( 1) 分別区分の比較及び広域処理を行う 区分  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3 

( 2) プラ ス チッ ク 資源によ る 焼却施設への影響  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 

( 3) 持ち込みご みの取り 扱い  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 

6  施設条件の決定  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6  

( 1) 可燃ごみ処理の種類 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 

( 2) 焼却施設  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 

( 3) 焼却施設と メ タ ン 発酵のコ ン バイ ン ド   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 

( 4) 下水汚泥及びし 尿汚泥の処理  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 

( 5) 余熱利用  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 

( 6) 余熱利用に係る 電力利用方法  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 

( 7) 粗大ご み処理施設（ マテリ アルリ サイ ク ル推進施設）   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 

7  必要平場面積の推計  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   16  

( 1) 可燃ごみ処理施設の敷地面積  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 

( 2) 三の倉セン タ ーの敷地面積  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 

( 3) 若狭広域ク リ ーン セン タ ー（ 視察実施施設） の敷地面積  . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 

8  候補地の選定  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   20  

( 1) 候補地選定の基本方針  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 

( 2) 候補地の選定方法  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 

( 3) 3 候補地の選定にあたっ ての評価項目  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 

( 4) 3 候補地の選定結果  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 

( 5) 最終候補地選定にあたっ ての意見  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 

( 6) 最終候補地の選定  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 

( 7) 広域ご み焼却施設建設候補地の選定についての答申  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27 

9  候補地の敷地面積の検証  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   28  

( 1) 平面配置図（ イ メ ージ）   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 

( 2) 候補地の平面配置図（ イ メ ージ） プロ ッ ト   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 

10 事業ス ケジュ ール  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30  

11 過渡期のごみ処理方法の検討  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   30  



12 交付金の活用  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   31  

( 1) 交付金制度  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 

( 2) 交付要件  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 

( 3) 各業務の概要及び循環型社会形成推進交付金交付対象事業の一覧  . . . . . . . . .  34 

 

 

 

資料編  令和 5 年度 東濃西部広域ごみ焼却施設整備に係る 可能性調査報告書（ 抜粋）  

 

  



 

- 1 - 

 

1 広域ごみ焼却施設整備等に係る 基本構想策定の経緯                               

多治見市・ 瑞浪市・ 土岐市の 3 市のごみ焼却施設は、 いずれも 20 年以上稼働し 、 平均的な施設

の供用年数（ 30 年程度）から 考える と 建て替えの検討を始めなければいけない時期にき ていま す。  

ま た、 焼却施設の建設や管理運営には大き な予算が必要なため、 令和 5 年度に 3 市共同でごみ

焼却施設を建設する こ と の実現可能性調査を行いま し た。  

調査を進める なかで、 効率的にかつ安定的に処理でき る 施設が求めら れている こ と 、 脱炭素社

会の実現に寄与する 設備や廃棄物発電等によ る エネルギーの創出、 各市の費用負担の圧縮が図ら

れる こ と から 、 各市が単独で建設を検討し ていく のではなく 3 市によ る 広域化の検討が必要と の

結果と なり ま し た。  

なお、 岐阜県が令和 4 年 3 月に策定し た岐阜県ごみ処理広域化・ 集約化計画においても 、 令和

32 年度のごみ焼却等施設の望ま し い姿と し て、 東濃ブロ ッ ク には焼却施設は 2 か所と 設定さ れて

おり 、 中津川市・ 恵那市ではすでに広域化の検討が進めら れている と こ ろです。  

令和 5 年 12 月には、 3 市の市長がごみ処理施設の広域化の協議を進める こ と を確認し 、 各市の

市議会での説明を経て令和 6 年 5 月に「 多治見市、 瑞浪市及び土岐市における ごみ焼却施設等の

整備及び管理運営の広域化に関する 協定書」 の締結を行っていま す。  

そし て令和 6 年度から 令和 8 年度の 3 ヵ 年で、 多治見市・ 瑞浪市・ 土岐市の 3 市で構成する 東 

濃西部広域ごみ焼却施設整備等協議会は、 施設の基本的な整備方針の検討及び候補地の選定を主 

と し た「 広域ごみ焼却施設整備等に係る 基本構想」 を策定し ま し た。  

   

 

図 1 広域ごみ焼却施設整備等に係る 基本構想策定に至る ま での経緯 
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2 ごみ処理の広域化のメ リ ッ ト                           

   ごみ処理の広域化によ る 主なメ リ ッ ト は以下のと おり です。  

 

   ・より効率的に、かつ安定的に廃棄物を処理できます 

    ・脱炭素社会の実現に寄与する設備や廃棄物発電等によるエネルギーの創出ができます 

・各市の費用負担の圧縮（コスト削減）ができます 

 

3 基本構想の検討項目                              

   広域ごみ焼却施設計画にあたり 、 検討が必要と なる 項目は表 1 に示すと おり です。 なお、 別に 

施設整備等の内容を決定する 「 施設整備基本計画」 を策定し ま す。  

 

表 1  施設計画検討項目 

検討項目 概要 

広域化する範囲 ・ごみ処理事業における「収集・運搬」「中間処理」「最終処分」の内、

広域化する範囲を決定する必要があります。 

処理対象物 ・「燃やすごみ・可燃ごみ・燃えるごみ」「粗大ごみ」「可燃物と不燃物

が混在するごみ」「不燃ごみ・燃えないごみ」「下水汚泥」等につい

て、広域処理を行う対象物を決定していく必要があります。 

分別区分 ・ごみの分別区分は 3 市で異なるため、広域処理する対象物につい

ては統一する必要があります。 

・また、各市の市民や事業者から直接搬入されるごみについて、受け

入れる品目の選定及び料金設定を行っていく必要があります。 

施設条件 ・ごみ処理施設には、焼却施設・溶融施設の他、メタン発酵施設や破

砕施設などを併設する場合があります。また、下水汚泥やし尿汚泥

の混焼も考えられます。これらの条件によって、敷地面積が異なる

ことや焼却に伴う余熱利用に影響を与える可能性があるため、大筋

の施設の条件を決定していく必要があります。 

必要敷地面積 ・施設条件に基づき、必要敷地面積を算定していく必要があります。 

用地の選定 ・施設建設用地を決定するため、選定方法を定め慎重に進めていく

必要があります。 

広域化スケジュール ・今後の広域化スケジュールを検討していく必要があります。 

過渡期のごみ処理方法 ・広域化施設の稼働までに各市の可燃ごみ処理施設を停止（廃止）

した場合、広域化施設稼働までのごみ処理方法を検討していく必要

があります。 
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4 広域化する 範囲・ 処理対象物の決定                                            

広域化する ごみ処理の範囲及び処理対象物は、 表 2 に示すと おり です。  

  ごみ処理事業における 「 収集・ 運搬」「 中間処理」「 最終処分」 の内、 広域処理する 範囲は、「 中 

間処理」 と し ま す。  

ま た、 処理対象物については、「 燃やすごみ・ 可燃ごみ・ 燃える ごみ」、「 し 渣（ 下水・ し 尿）」、 

「 し 尿汚泥」、「 可燃性粗大ごみ」、「 下水汚泥」 及び「 可燃物と 資源等が混在する ごみ」 を広域処理 

し ま す。  

 

表 2 広域化する ごみ処理の範囲 

  

  

5  分別区分の調整                                                              

( 1) 分別区分の比較及び広域処理を 行う 区分 

3 市のごみ分別区分の比較及び広域処理を行う 区分は表 3 に、持ち込みごみの品目及び処理手 

数料は表 4 に示すと おり です。  

ま た「 産業廃棄物の可燃ごみ」 については、 合わせ処理と し て広域処理の対象物と し ま す。  

   持ち込みごみの品目及び上限量、 処理手数料については、 新たに設定する 必要がある ため今 

後検討し ま す。  

なお、「 プラ ス チッ ク 容器包装」 及び「 製品プラ スチッ ク 」 の資源化は、 循環型社会形成推進 

交付金制度の交付要件と なっている ため、今後各市で分別（ 資源化） し ていく 必要があり ま す。  

 

 

収集・運搬 中間処理 最終処分

燃やすごみ・可燃ごみ・燃えるごみ 各市 広域処理 各市

し渣（下水・し尿） 各市 広域処理 各市

し尿汚泥 各市 広域処理 各市

可燃粗大ごみ 各市 広域処理 各市

下水汚泥 各市 広域処理 各市

可燃物と資源等が混在するごみ 各市 広域処理 各市

不燃ごみ・燃えないごみ 各市 各市 各市

資源ごみ 各市 各市 各市

有害ごみ 各市 各市 各市

その他（がれき等） 各市 各市 各市

項　　　目

処
理
対
象
物
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表 3  ごみ分別区分の比較及び広域処理を行う 区分 

 
〇： 分別実施（ 燃やす項目については焼却。「 資源」 の項目については、「 資源」 と し て回収）  

－： 分別項目該当なし（ 燃やす項目については燃やさ ない。「 資源」 の項目については、「 資源」 と し て回収し ていない）  

出典： 令和 8 年 3 月現在の各市の分別区分を も と に作成 
 

多治見市 瑞浪市 土岐市 処理主体

生活系ごみ 〇 〇 〇 広域処理

事業系ごみ 〇 〇 〇 広域処理

し尿汚泥・し渣 〇 〇（し渣） 〇 広域処理

可燃ごみ 〇 〇 〇 広域処理

下水し渣 〇 〇 〇 広域処理

下水汚泥 〇 ― ― 広域処理

〇 〇 〇 広域処理

〇 ― 〇 広域処理

― ○ ―

飲料缶・食用缶 〇 〇 〇

その他 〇 － －

その他金属
スプレー缶・自転車、ガス
テーブル、石油ストーブ 自転車・ストーブ －

無色 〇 〇 〇

茶 〇 〇 〇

緑ビン 〇

黒色ビン 〇

その他ビン 〇

リターナブル 〇 〇

新聞 〇 〇 〇

雑誌 〇 〇 〇

段ボール 〇 〇 〇

その他雑紙 〇 〇 〇

紙製容器包装 飲料用パック 〇 〇 〇

古着・布 〇 〇 〇

布団（羽毛） ― ― ―

小型家電 〇 〇 ―

PETボトル 〇 〇 〇

白色食品トレイ 〇 〇

色・柄発泡トレイ ―

カップ・パック ― ―

その他（ボトル
類、チューブ類、
袋・ラップ類など）

― ― ―

製品プラスチック ― ― ―

廃食油 〇 〇 〇

その他 陶磁器食器（家庭用） 陶磁器食器（家庭用） ―

蛍光灯、電池、水銀体温計、
充電式電池、モバイルバッテ
リー、電子タバコ

蛍光灯、電球、電池（リチウ
ムイオン電池類含む）、水銀
体温計、スプレー缶

蛍光灯、電池、水銀体温計

上記以外は
受け入れない

不適物以外は
受け入れる

上記以外は
受け入れない

〇

〇

有害ごみ

その他

プラスチック製
容器包装

各市で処理

不燃粗大ごみ

資
源

金属類

各市で処理

ガラスビン
〇

〇

古紙類

可燃物と資源等が混在するごみ

不燃ごみ・燃えないごみ

コンクリートブロック、板ガ
ラス、瓦等

 〇

ファンヒーター・自転車
金属・陶器・ガラス類

項目

燃
や
す
ご
み
・
可
燃

ご
み
・
燃
え
る
ご
み

一般廃棄物

産業廃棄物

可燃粗大ごみ
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表 4 持ち込みごみの品目及び処理手数料 

 

 

( 2) プラ ス チッ ク の資源化によ る 焼却施設への影響 

現在、大半の種類を焼却（ 溶融） し ている「 プラ スチッ ク 容器包装」 及び「 製品プラ ス チッ ク 」  

は、 今後資源化を推進する 必要があり ま す。  

   その際、 資源化する こ と で、「 施設規模算定」 や「 施設整備基本計画で定める 条件設定」 に以 

下の影響を及ぼし ま す。  

     

① 焼却施設規模の縮小 

    プラ ス チッ ク の資源化によ り 、 可燃ごみ中のプラ ス チッ ク が除かれ焼却量が減少する ため、 

焼却施設規模が小さ く でき ま す。  

    環境省の「 令和 4 年度 容器包装廃棄物の使用・ 排出実態調査」 では、 可燃ごみに含まれる  

プラ ス チッ ク の割合は 14. 7%（ 湿重量割合） と なっていま す。 ただし 、 その内汚れがひどいも  

のや他の材質と 混合し たも の等、リ サイ ク ルに適さ ないも のも 含ま れま す。概ね 8％が資源化 

さ れる と 考える と 、 その分の可燃ごみ量が減少し ま す。  

 なお、 環境省の可燃ごみに含ま れる プラ ス チッ ク の調査は、 家庭から 排出さ れる 可燃ごみ 

を対象と し ていま す。  
 

図 2 可燃ごみ中のプラ ス チッ ク の割合（ イ メ ージ）  

 
             出典： 環境省「 令和 4 年度 容器包装廃棄物の使用 

・ 排出実態調査結果」 を も と に作成 

多治見市 瑞浪市 土岐市

可燃ごみ

不燃ごみ

可燃ごみ

不燃ごみ

スプリングマットレス
2,000円/枚

- 粗大ごみ500円/点（個）

60円/10㎏ごと 200円/50㎏ごと

 事業系ごみ

320円/20㎏ごと

110円/10㎏ごと 300円/50㎏ごと

その他

項　　目

一般廃棄物

 生活系ごみ 160円/20㎏ごと

 産業廃棄物
可燃ごみ

130円/10㎏ごと 500円/50㎏ごと
不燃ごみ

プラ ス チッ ク 14.7%

その他可燃ごみ

85.3%
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 ② ごみ質（ 低位発熱量） の低下 

石油製品由来である プラ ス チッ ク は、その他の廃棄物に比べごみ質（ 低位発熱量） が高いこ  

と から 、 それら が除かれる 場合、 焼却炉内の燃焼温度を保つために炉の容積を小さ く する 必 

要がある こ と や、 発電量の減少などの影響があり ま す。  

      

( 3) 持ち込みごみの取り 扱い 

広域処理施設に市民等が直接ごみを持ち込む場合、 最大寸法、 長尺の上限や品目等持ち込む 

際のルールを規定する 必要があり ま す。  

 ま た、 持ち込み料金は応分の負担を求める こ と と し 、 産業廃棄物の持ち込み上限量の設定等

を今後検討し ま す。  

 

6  施設条件の決定                                                              

( 1) 可燃ごみ処理の種類 

 可燃ごみ処理の主な種類は、 図 3 に示すと おり です。  

  ま た、 令和 5 年度における 全国の可燃ごみ処理施設数については、 図 4 に示すと おり です。  

主な可燃ごみの処理施設数は、 焼却施設が最も 多い状況です。  

 

図 3  可燃ごみ処理の主な種類 

 

 図 4( 1)  ごみ焼却施設の種類別施設数          図 4( 2)  資源化等の施設数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典： 環境省「 廃棄物処理技術情報一般廃棄物処理実態調査  出典： 環境省「 廃棄物処理技術情報一般廃棄物処理実態調査 

結果令和 5 年度 日本の廃棄物処理」 を も と に作成      結果令和 5 年度 日本の廃棄物処理」 を も と に作成 

可燃ごみ処理の種類

可燃ごみ

焼却 焼却灰 最終処分

ごみメタン化

ごみ固形燃料化

バイオガス

ごみ固形燃料

溶融 スラグ

資源化

888

105

0

200

400

600

800

1000

焼却 溶融

箇所
施設数

37 13
0

200

400

600

800

1000

ごみ固形

燃料化

ごみ

メタン化

箇所
施設数
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( 2) 焼却施設 

 焼却方式の分類は、 図 5 に示すと おり です。  

 焼却方式には、 大き く 「 焼却炉方式」 と 「 ガス化溶融炉方式」 があり 、 それぞれ長所及び短所 

があり ま す。 令和 5 年度の実現可能性調査では、「 焼却炉方式」 の「 ス ト ーカ炉」 を第一候補と  

し ていま し たが、 下水汚泥等の混焼を行う こ と から ごみの含水率が高く なり ま す。 そのため、  

「 流動床炉」 も 有効な選択肢と なり ま す。    

溶融施設（ シャ フト 炉） と 焼却施設（ ス ト ーカ炉・ 流動床炉） の比較表は、 表 5 に示すと おり  

です。  

現在 3 市が導入し ている 可燃ごみ処理施設の焼却炉のタ イ プは、「 シャ フト 炉（ 溶融施設）」  

及び「 スト ーカ炉（ 焼却施設）」 ですが、 脱炭素や処理費等の低減、 近年の実績を考慮し 、「 焼却 

炉方式」 を採用し ま す。  

その他、 焼却施設と 焼却灰溶融施設を併設する 方式も あり ま すが、 管理面及びコ ス ト 面から  

採用し ま せん。  

 

図 5 焼却方式の分類 

 

               ： 採用する 焼却方式 

出典： 環境省「 廃棄物処理施設建設工事に係る 入札・ 契約適正化委員会資料」 を 加工 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼却 焼却炉 ス トーカ炉

流動床炉

ガス 化溶融炉 ガス 燃焼式 一体型 シャフト式直接溶融炉

分離型 キルン式ガス 化溶融炉

流動床式ガス 化溶融炉

ガス 化改質溶融炉
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表 5( 1)  溶融施設（ シャ フト 炉） と 焼却施設（ ス ト ーカ炉・ 流動床炉） の比較 

  

※1 直近の先進市の同規模施設( 令和 5 年度実現可能性調査の可燃ごみ処理量である 約 180t /日に 3 市の下水汚泥等 

発生量約 50t /日を 加えた日処理量約 230t と する ) の実績に物価上昇率等を 考慮し 算出 

※2 直近の先進市の同規模施設の H30～R5 の実績 
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表 5( 2)  溶融施設（ シャ フト 炉） と 焼却施設（ ス ト ーカ炉・ 流動床炉） の比較 

   

※1 直近の先進市の同規模施設( 令和 5 年度実現可能性調査の可燃ごみ処理量である 約 180t /日に 3 市の 

下水汚泥等発生量約 50t /日を加えた日処理量約 230t と する ) の実績に物価上昇率等を 考慮し 算出 

※2 直近の先進市の同規模施設の H30～R5 の実績 

 

( 3) 焼却施設と メ タ ン発酵施設のコ ンバイ ンド  

    一般的な処理フロ ー図の例は図 6 に、 施設の建設事例は表 6 に示すと おり です。  

可燃ごみの内、 生ごみや紙ごみ等の有機物については、 嫌気性発酵さ せる こ と でメ タ ンを取 

り 出し 、 燃料と し て利用する こ と ができ ま す。 ま た、 メ タ ンによ る 発電の場合、 再生可能エネ 

ルギーと し て売電する こ と も でき ま す。  

  焼却施設と メ タ ン発酵施設と のコ ンバイ ンド は、 生ごみのリ サイ ク ルの観点から も 、 生成さ  

れる メ タ ンガス の有効活用によ る 脱炭素の観点から も 導入する 意義は高いも のの、 多く の課題 

があり 、 施設建設や維持管理費用も 考慮し 導入し ないこ と と し ま す。  



 

- 10 - 

 

【 期待さ れる 効果】  

 ・ 生ごみのリ サイ ク ルによ る 可燃ごみ処理量の減量。  

・ 生成さ れる メ タ ンガス の有効活用によ る 発電量の増加。  

・ 循環型社会形成推進交付金の交付率を 1/2 に上げる 可能性が高ま る （ 生ごみの分別率の条件 

を充足する 必要あり ）。  

 

【 課題】  

・ 市民に生ごみと 可燃ごみと を分別する 負担が生じ る 。  

・ 分別を増やすこ と によ る 収集費用の増加。  

・ 敷地面積が焼却施設単独よ り も 1. 4 倍程度必要。  

・ 建設費用が焼却施設単独で建設する 場合よ り 増加。  

・ 維持管理費用が焼却施設単独で建設する 場合よ り 増加。  

・ 運営にあたり 、 微生物の活動コ ント ロ ールなど専門知識と 技術を要する 。  

・ 分別が不徹底の場合、「 詰ま り 」 等によ り 安定的な施設運営が困難。  

 

図 6  処理フロ ー図（ 例）  

 

出典： 環境省「 循環型社会形成推進交付金等申請ガイ ド （ 施設編）」  
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表 6 焼却施設と メ タ ン発酵施設の建設事例 

 

出典： 環境省「 廃棄物処理技術情報一般廃棄物処理実態調査結果 令和 5 年度施設整備状況」 を も と に作成 

 

( 4) 下水汚泥及びし 尿汚泥の処理 

 含水率が 80～85％である 下水汚泥やし 尿汚泥を可燃ごみと 混焼する 場合、 流動床炉は焼却量

30％程度ま で、 ス ト ーカ炉は焼却量の 10％程度ま でであればそのま ま 焼却が可能です。 それを

大き く 上回る 場合、 汚泥乾燥機の設置等の対策が必要になり ま す。  

ただし 、乾燥機を設置する 場合、設備の建設費用や維持管理費用が必要なこ と 、汚泥の乾燥に

焼却によ り 発生する 熱を利用する ため発電量が低下する こ と 等、 課題があり ま す。 ト ータ ルの

コ ス ト を積算し 比較する こ と は現時点では難し く 、 方針を決め、 最善の方策を検討する 必要が

あり ま す。  

3 市の令和 5 年度の可燃ごみの焼却量合計 53, 000t 程度に対し 、し 渣、し 尿汚泥及び下水汚泥 

の発生量の合計は 13, 000t 程度である ため（ 表 7 参照）、 その全量を混焼する 場合の混焼率は 

20％程度になり ま す。  

 し 尿・ 下水し 渣、し 尿汚泥については全量をリ サイ ク ルする こ と が難し い現状ですが、対策を

講ずる こ と なく 混焼が可能な量である こ と から 、 全量を焼却し ま す。  

下水汚泥については、混焼する 場合と 堆肥化や建築資材への利用、埋立処分等、処理を委託す

る 場合と 比較する と 、 混焼し たほう が、 一般的に安価に処理でき ま す。  

現在、国の方針に基づき 、堆肥化や建築資材への利用等、リ サイ ク ルを進めていま す。し かし 、

今後も 継続し てリ サイ ク ル事業者が受ける こ と が可能か、 リ サイ ク ル費用が今後高騰し ないか、

Ｐ Ｆ Ａ Ｓ 等（ フッ 素化合物） が含ま れる 下水汚泥の場合、 堆肥化が困難になる こ と 等、 将来的に

全量リ サイ ク ルができ なかった場合や今後のリ サイ ク ル費用の増加を懸念し 、 下水汚泥も 「 広

域処理」 と し ま す。  

 

焼却施設 焼却施設
メタン

発酵施設

(t/日) (t/日)

東京都 町田市
町田市バイオエネルギー
センター（バイオガス化施設）

可燃ごみ
ストーカ炉

（２炉）
メタン化 258 50 2021

新潟県 長岡市
生ごみバイオガス発電
センター

可燃ごみ,
生ごみ（厨芥類）

ストーカ炉
（２炉）

メタン化 160 65 2013

京都府 京都市
京都市南部クリ ーンセンター
（バイオガス化施設）

混合（未分別）
ごみ

ストーカ炉
（２炉）

メタン化 500 60 2019

京都府
宮津与謝環境
組合

宮津与謝クリ ーンセンター 可燃ごみ
ストーカ炉

（１炉）
メタン化 30 20.6 2020

兵庫県
南但広域行政
事務組合

南但ごみ処理施設
高効率原燃料回収施設

可燃ごみ
ストーカ炉

（１炉）
メタン化 43 36 2013

山口県 防府市
防府市クリーンセンター
可燃ごみ処理施設バイオガス
化施設

可燃ごみ, その他
ストーカ炉

（２炉）
メタン化 150 51.5 2014

施設の種類 処理能力
使用
開始
年度

メタン
発酵施設

都道府
県名

地方公共
団体名

施設名称 処理対象廃棄物
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表 7 令和 6 年度の汚泥・ し 渣処分実績 

市 
し 渣 

（ t /年）  

し 尿汚泥 

（ t/年）  

下水汚泥 

（ t /年）  

合計 

（ t /年）  

多治見市 103 165 7, 277 7, 545 

瑞浪市 22 - 2, 198 2, 220 

土岐市 27 470 2, 774 3, 271 

合 計 152 635 12, 249 13, 036 

 

表 8 下水汚泥等の混焼率が低い場合と 高い場合の焼却方式の比較 
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( 5) 余熱利用 

焼却・ 溶融施設（ 150t /日～250t/日, 2005 年～2025 年稼働施設） の余熱利用事例は、 表 9 及 

び図 7 に示すと おり です。 余熱利用を行っている 施設は全て発電を行っていま す。  

交付を受ける「 循環型社会形成推進交付金」 では、 その交付要件と し て「 ごみ焼却施設につい 

ては、 規模ごと に定める エネルギー回収率の施設を整備する も の」 と し ていま す。  

ま た、 環境省の廃棄物処理法に基づく 基本方針では、「 一般廃棄物の焼却処理に当たっ ては、 

発電施設等の熱回収が可能な焼却施設の導入や高効率化を優先する 」 と し ていま す。そのため、  

ごみ焼却時に発生する エネルギーを最大限「 発電」 に利用する こ と を前提に余熱利用施設の整 

備が進めら れていま す。  

  余熱利用については、 こ れら のこ と を考慮し 実施し ます。  

 なお、 余熱利用事例は令和 5 年度実績であり 、 売電収入は今後変動する 可能性があり ま す。  

     

表 9 焼却・ 溶融施設 余熱利用事例（ 150t/日～250t /日, 2006 年～2026 年稼働施設）  

 

出典： 環境省「 廃棄物処理技術情報一般廃棄物処理実態調査結果 令和 5 年度施設整備状況」 を も と に作成 

 

図 7 焼却・ 溶融施設 余熱利用事例（ 150t/日～250t /日, 2006 年～2026 年稼働施設）  

 

  出典： 環境省「 廃棄物処理技術情報一般廃棄物処理実態調査結果 令和 5 年度施設整備状況」 を も と に作成   

発電能力
（ kW)

売電収入
（ 千円/年）

余熱利用量
実績値
（ MJ)

平均 平均 平均

A 発電（ 場内・ 場外） , 温水（ 場内・ 場外） , 蒸気（ 場内） 2 4, 500 187, 529 4, 156, 429
B 発電（ 場内・ 場外） ,  蒸気（ 場内・ 場外） 1 5, 200 0 59, 946, 157
C 発電（ 場内・ 場外） , 温水（ 場内） ,  蒸気（ 場内）  5 4, 258 216, 578 7, 545, 120

D  発電（ 場内・ 場外） , 温水（ 場内・ 場外） 6 3, 283 119, 668 9, 409, 438
E  発電（ 場内・ 場外） , 温水（ 場内） ,  蒸気（ 場外） 1 2, 150 12, 631 19, 727, 446

F  発電（ 場内・ 場外） , 温水（ 場外） ,  蒸気（ 場外） 1 4, 870 326, 170 6, 177, 600

G 発電（ 場内・ 場外） ,  温水（ 場外） 2 4, 970 180, 936 46, 301, 235

H 発電（ 場内・ 場外） , 温水 （ 場内） 6 4, 085 187, 981 6, 094, 023
I 発電（ 場内・ 場外） 12 4, 401 223, 414 0

J 発電（ 場内） ,  温水（ 場内・ 場外） 1 6, 290 437, 312 12, 619, 440

K 発電（ 場内） , 温水 （ 場内） 1 1, 990 70, 663 1, 094, 752
L 発電（ 場内） 15 4, 009 221, 837 0

M 無し 2 0 0 0

タ イ プ 内訳 件数

0
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A B C D E F G H I J K L M

（ 件）

（ タ イ プ）

焼却・ 溶融施設余熱利用事例
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( 6) 余熱利用に係る 電力利用方法 

余熱利用で発電し た電力については、 自ら の焼却施設で消費後、 余剰分を外部に供給でき ま  

す。  

こ れま で余剰電力は、一般電力事業者に売電する ケース が多く 占めてき た一方、平成 26 年以 

降に段階的に改正が進めら れている 電力シス テム改革によ って、 電気事業に様々な主体が取り  

組むこ と が可能と なり 、 発電し た電力の外部供給方法も 様々な選択肢が用意さ れていま す。 ま  

た、 平成 23 年の東日本大震災以降のエネルギー事情の変化によ り 、 自立・  分散型エネルギー 

の導入や、 地方創生の動き が加速し 、 地域のエネルギーを地域で利活用する  「 地産地消」 の 取 

組が進展し てき ていま す。  電力については、 今後、「 施設整備基本計画」 において検討し ま す。  

  廃棄物エネルギー利活用のイ メ ージを図 8 に示し ま す。  

 

図 8  廃棄物エネルギー利活用のイ メ ージ 

 

:  熱導管を 通し た周辺施設等への熱供給 

:  自営線によ る 特定施設への直接電力供給 

     :  自営線によ る 周辺の一般の需要（ 特定の施設以外） への電力供給 

出典： 環境省「 廃棄物エネルギー利活用方策の実務入門」  
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 ( 7) 粗大ごみ処理施設（ マテリ アルリ サイ ク ル推進施設）  

金属と 可燃物の複合的な材質の廃棄物を分別する と と も に、 混合ごみや不燃ごみの内、 埋立 

処理をし ていたごみを減ら し 、 資源化する こ と でリ サイ ク ル率の向上を図れる こ と から 粗大ご 

み処理施設（ 破砕機及び選別機） を併設し ま す。  

粗大ごみ処理施設の基本的な処理フロ ーについて、 桑名広域清掃事業組合資源循環センタ ー 

の処理フロ ーを図 9 に示し ま す。  

粗大ごみ処理施設は、 粗大ごみや可燃物と 資源等が混在する ごみを大型の破砕機で破砕し 、  

鉄は大型の磁石で吸着選別し 、 アルミ は磁力によ り 飛ばし て選別し ま す。  

 一方で、 施設建設に係る コ ス ト の問題やリ チウ ムイ オン電池含有廃棄物及びガス ボンベなど 

の破砕不適物の混入によ り 火災のリ ス ク がある ため、 火災検知シス テムや消火シス テムの採用 

を検討し ま す。  

 

   図 9  粗大ごみ処理施設の処理フロ ー 

 

出典： 桑名広域清掃事業組合パン フ レ ッ ト  
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7  必要平場面積の推計                                                          

他自治体施設や 3 市の既存施設の状況を勘案する と 、 広域処理施設（ 焼却施設+粗大ごみ処理施 

設） の設置に約 15, 000 ㎡～20, 000 ㎡が必要と なり 、さ ら に渋滞緩和等のために周回道路を複数車 

線設置する 場合を考慮し 、 約 30, 000 ㎡の平場面積を確保でき る 敷地が望ま し いと し ます。  

    

【 必要平場面積】  

焼却施設（ 及び粗大ごみ処理施設）       ⇒ 約 20, 000 ㎡ 

さ ら に周回道路を複数車線設置する 場合   ⇒ 約 30, 000 ㎡ある こ と が望ま し い  

   

( 1) 可燃ごみ処理施設の敷地面積 

① 同規模施設の事例   

令和 5 年度実現可能性調査において、広域処理施設における 可燃ごみ処理を約 180t/日と 想 

定し ていま すが、 汚泥等の混焼によ る 増加と プラ ス チッ ク 等の資源化の推進によ る 減少を総 

合的に考慮し 、処理施設の規模を概ね 200t/日程度と し て他自治体施設と 比較し ま す。粗大ご 

み処理施設を併設し ている 他施設の敷地面積を調査し まし た( 表 10 参照) 。  

公称での敷地全体の面積は 14, 390 ㎡～40, 500 ㎡程度で、 平均では 23, 000 ㎡程度と なり 、  

法面や未利用範囲を除いた「 平場面積」 について地図上での測定等によ り 調査し た結果は 

14, 000 ㎡～20, 200 ㎡で、 平均 18, 000 ㎡と なり ま す。  

最も 平場面積が大き い施設は福井坂井地区広域市町村圏事務組合の施設で、 20, 200 ㎡と な 

っており 、 写真 1 に示すと おり 、 敷地にゆと り があり 複数の外周道路が配置さ れていま す。  

 

表 10  他施設の敷地面積 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

都道
府県

事業主体名

焼却・溶融施設

処理能力
(t/日)

粗大・不燃ごみ

処理施設能力
（t/5h)

公称敷地面積
(㎡)

平場敷地面積
(㎡)

福井県 福井坂井地区広域市町村圏事務組合 222 90 20,200 20,200

岐阜県 三の倉センター（多治見市） 170 25 40,500 20,000

群馬県 渋川地区広域市町村圏振興整備組合 232 40 17,515 17,000

埼玉県 入間市 150 40 14,390 14,000

23,000 18,000平　　　　　均
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写真 1 福井坂井地区広域市町村圏事務組合清掃センタ ー 

 
出典：「 国土地理院ウ ェ ブサイ ト 」 を 加工 

 

( 2) 三の倉センタ ーの敷地面積 

施設計画規模（ 概ね 200t /日） に近い多治見市三の倉センタ ーの敷地面積は、 表 11 に示すと  

おり です。 ま た、 配置図は図 10 に、 施設の航空写真は写真 2 に示すと おり です。  

多治見市三の倉センタ ーの平場面積は約 20, 000 ㎡と なっており 、粗大ごみ処理施設のほかリ  

サイ ク ル施設も 設置さ れていま す。  

 

表 11  三の倉センタ ーの敷地面積 

  

 

 

 

 

 

 

 

施設名
焼却・溶融施設

処理能力
(t/日)

粗大・不燃ごみ
処理施設能力

（t/5h)

公称敷地面積
(㎡)

平場敷地面積
(㎡)

備考
（平場面積算定根拠）

三の倉センター
（多治見市）

170 25 40,500 20,000 140m×140m
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図 10 多治見市三の倉センタ ー配置図 

 

出典： 多治見市三の倉センタ ーパン フ レ ッ ト  

 

写真 2 多治見市三の倉センタ ー 

 
出典： 岐阜県「 県域統合型 GI S ぎふ」 を 加工 
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( 3) 若狭広域ク リ ーンセンタ ー（ 視察実施施設） の敷地面積 

令和 6 年 10 月に視察をし た福井県若狭広域ク リ ーンセンタ ーは、 施設規模 70t/24h であり 、 

約 20, 000 ㎡の平場面積でし た。  

若狭広域ク リ ーンセンタ ーの施設配置図は、 図 11 に示すと おり です。  

 

     若狭広域ク リ ーンセンタ ー概要 

施 設 規 模   ： 70t /24h( 35t /日×2 炉)  

敷 地 面 積  ： 21, 100 ㎡ 

建築面積（ 工場棟）： 2, 500 ㎡ 

 

 

図 11 若狭広域ク リ ーンセンタ ー配置図 

 

出典： 若狭広域ク リ ーンセン タ ーパン フ レ ッ ト  
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8  候補地の選定                                                                 

広域ごみ焼却施設建設用地の選定にあたり 、 東濃西部広域ごみ焼却施設整備等に係る 基本構想 

策定委員会において、 候補地選定の基本方針、 選定方法、 評価項目等を検討し 、 3 か所の候補地 

を選定し ま し た。  

( 1) 候補地選定の基本方針 

候補地選定の過程や選定後に、 市民等へ十分な根拠を示し 、 透明性を確保する 必要がある こ  

と から 、 基本方針を以下のよ う に定めま し た。  

 

基本方針 

   

① 選定過程の透明性の確保 

     選定方法・ 理由について、 説明責任を十分に果たせる よ う 、 情報提供し つつ選定を 

進める 。  

  ② 選定方法の検討 

    策定委員会で十分な理解の基、 検討のう え段階ごと に選定を進める 。  

③ 建設候補地の地元住民等の理解 

     地元住民の理解が得ら れる こ と を念頭に慎重かつ丁寧に選定を進める 。  

 

( 2) 候補地の選定方法 

選定する 候補地については、 望ま し い範囲（ ゾーン） を示し 、 ゾーン内から 建設可能性が高い 

候補地を抽出し 、徐々に絞り 込んでいく 方法と し ま し た。ま た、各市の焼却施設の敷地について 

は、 建て替え( ス ク ラ ッ プアンド ビルド ) する こ と で、 大規模な造成が不要で土地に係る 規制の 

解除等の手続き を軽減でき る 可能性が高く 、 コ ス ト の削減や建設期間の短縮が期待でき る こ と  

から 、 抽出し た候補地と 比較検討し ま し た。  

ゾーニングにあたっては、 以下の地点を中心に半径 2kmの範囲と し ま し た。 ま た、 候補地の 

位置図は、 図 12 に示すと おり です。  

 

① 3 市の人口重心※1 

② 3 市の面積重心※2 

③ 3 市を結ぶ主要道路沿い、 かつ土地の規制等の解除が困難と 思われる と こ ろを除く 地点 

 

 

※1 人口重心と は、 人口の一人ひと り が同じ 重さ を 持つと 仮定し て、 その地域内の人口が、 全体と し て平衡を 保つ 

こ と のでき る 点を いう 。  

※2 面積重心は、 土地の平面的な形状の重心の位置を 意味し 、「 人口重心」 に対する 言葉と し て便宜上そのよ う に 

称す。  
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図 12 候補地の位置図 

 

出典： 国土地理院「 GSI  Maps」 を加工 

 

( 3) 3 候補地の選定にあたっての評価項目 

ごみ処理施設整備の計画・ 設計要領 2017 改訂版（ 公益社団法人 全国都市清掃会議） に示さ  

れている 「 候補地選定に係る 条件、 評価項目等の（ 例）」 を参考に、 策定委員から の意見をふま 

え、 評価項目を整理し ま し た。 候補地の評価項目は、 表 12 に示すと おり です。  
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表 12 候補地の評価項目 

  

   

 

 

 

◎ 平場で3ha以上

〇 平場で2ha以上

△ 2ha以上可能。 解体等の課題あ り

✕ 2ha未満( 確保不能含む)

◎ 　 　 －

〇 隣接地での有効活用可能性有

△ 隣接地での有効活用可能性無

✕ 　 　 －

◎ 災害危険区域外

〇 対策可能

△ 対策困難

✕ 対策不可能

◎ 　 　 －

〇 直上ではない

△ 直上

✕ 　 　 －

◎ 自然環境への影響な し

〇 保全措置が容易

△ 保全措置困難

✕ 保全措置不可能

◎ イ ン フ ラ 等課題なし ( 特高圧含む)

〇 イ ン フ ラ 等課題なし ( 高圧含む)

△ イ ン フ ラ 等整備必要( 特高圧は要別工事)

✕ 　 　 －

◎ 　 　 －

〇 土壌改良等不要

△ 土壌改良等必要

✕ 　 　 －

◎ 理解得ら れる 見込み

〇 条件付き で理解得ら れる

△ 理解得る こ と が困難

✕ 理解を 得ら れそう にない

◎ 市有地か準ずる 用地

〇 用地取得が容易

△ 条件付き で用地取得可能

✕ 取得する のに時間要す

◎ 主要道に隣接

〇 主要道から の進入路確保可能

△ 主要道から の進入路から 距離有

✕ 主要道から の進入困難

◎ 　 　 －

〇 地元以外の市民への活用可能

△ 地元の要望に対応可能

✕ 地元の要望に対応不可能

◎ ３ 市ど こ から でも ア ク セス 容易

〇 ３ 市から のア ク セス に課題なし

△ ３ 市のう ち１ 市から 遠方

✕ ３ 市のう ち２ 市から 遠方

第二段階
３ 候補地程度へ絞り 込み

①自然環境の保全

②周辺状況( イ ン フ ラ ( 上水、 送電、 道路、
　 排出水等の放流先等) 整備)
※全量売電を 想定し 、 高圧電線の有無

③地形、 地質( 地形勾配是正や土壌改良等
　 のコ ス ト 比較)

④地元の理解度( 合意形成の可能性)

⑤用地取得の容易性

⑥主要道路から 施設への進入路が確保でき る か

⑦地元の活用( 防災拠点、 他)

⑧各市から のア ク セス の良さ ( 収集運搬費用等
　 の経済性)

第一段階

①面積要件（ 2〜3ha) を 満た し て いる

②建設環境( 他施設と の距離、 廃棄物発電等
　 の有効活用性)

③災害危険区域の場合等の対策の難易度

④活断層の直上でない
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( 4) 3 候補地の選定結果 

候補地選定（ 絞り 込み） にあたっては、 段階をおいて選定し 、 以下の 3 候補地が選定さ れま 

し た。  

3 候補地の位置図は、 図 13 に示すと おり です。  

 

 

【 候補地】 瑞浪市ク リ ーンセンタ ー、 土岐市環境センタ ー、 多治見市高田町 

 

図 13 3 候補地の位置図 

 

出典： 国土地理院「 GSI  Maps」 を加工 
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( 5) 最終候補地選定にあたっ ての意見 

最終候補地の選定にあたっては、 東濃西部広域ごみ焼却施設整備等に係る 基本構想策定委 

員会から 、「 建設候補地選定にあたっての意見」 が令和 7 年 3 月 21 日に提出さ れまし た。  

  

令和７ 年３ 月 21 日 

東濃西部広域行政事務組合 

管理者 髙木 貴行 様 

 

東濃西部広域ごみ焼却施設整備等に係る 基本構想策定委員会 

  委員長  義家 亮      

 

建設候補地選定にあたっ ての意見 

 

東濃西部広域ごみ焼却施設整備等に係る 基本構想策定委員会では、 先進自治体の視察を含め７

回の会議を開催し 建設候補地を含めた基本構想を検討し てき ま し た。 具体的な候補地の中から ３

か所を建設候補地と し て選定し ま し たので報告し ま す。  

今後、 東濃西部広域ごみ焼却施設整備等協議会で、 候補地を決定する にあたり 、 考慮し ていただ

き たいこ と を申し 上げま す。  

 

（ 市民の利便性）  

１ . 現施設を解体し 建て直す場合は、新施設建設ま での期間( ５ 年間程) のごみ処理に支障が生じ な

いよ う 、 ３ 市で協力する こ と を前提に選定し てく ださ い 

２ . ３ 市から のアク セス にでき る だけ配慮し て選定し てく ださ い 

（ 災害対応）  

３ .  施設の安定稼働、防災対応強化を図る ため、災害危険区域を避け、災害発生時に避難拠点施設

になり 得る 候補地を選定し てく ださ い 

（ 自然環境の保全）  

４ .  自然環境の保全等に関し て解決困難な課題がない候補地を選定し てく ださ い 

（ 交通安全）  

５ .  子ど も をはじ めと する 地域住民の安全確保のため、 パッ カー車やごみの搬入車両によ る 通勤

や通学への影響が少ない候補地を選定し てく ださ い 

（ 総コ ス ト と Ｃ Ｏ 2 削減）  

６ . ３ 市の財政負担軽減のため、 新施設の建設費用だけでなく 、 造成や解体、 進入道路の整備費用

等の総コ ス ト 及び各市の収集コ ス ト を比較考慮し 選定し てく ださ い 

７ .  環境負荷低減のため、 施設の建設や運用において、「 ラ イ フ サイ ク ルＣ Ｏ 2」 を低減する と 同

時に排熱や蒸気、 それを活用し て発電し た電気を有効活用でき る 候補地を選定し てく ださ い 
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( 6) 最終候補地の選定 

  「 東濃西部広域ごみ焼却施設整備等に係る 基本構想策定委員会」 から の意見を踏まえ 3 か所 

の候補地を比較検討し 、次の理由から「 多治見市高田町地内」 を最終候補地と し て選定する こ と  

について「 第 1 回東濃西部広域ごみ焼却施設整備等審議会」 へ諮問し ま し た。  

なお、 最終候補地の位置図は写真 3 に示すと おり です。  

 

① 候補地に選定し た理由 

ア  「 多治見市高田町地内」 は、「 土岐市環境センタ ー」 と 並んで、 人口重心に近く 、 3 市の市 

民にと って、 比較的利便性が高いこ と から 、 収集車や一般車両の搬入に伴う Ｃ Ｏ 2 発生量や 

時間的コ ス ト の低減等が見込め、 距離的優位性がある 。

イ   「 多治見市高田町地内」 は、 周辺環境への影響や造成工事費用等、 不確かな面がある も の 

の、 敷地面積を広く 確保でき 、 焼却施設配置の自由度が高く 、 周回路の確保等も 容易であ 

る 。  

ウ   「 多治見市高田町地内」 は、 既存焼却施設の解体の影響を受けずに工事を進めら れる 点や 

工事期間中のごみ処理を既存焼却施設で従来どおり 行える など、 最も 円滑に新施設へ移行 

する こ と が見込ま れる 。  

 

以上の点を総合的に検討し た結果、「 多治見市高田町地内」 を候補地と し ま し た。  

  

② 比較検討し た主な項目 

ア  3 市の市民の利便性と Ｃ Ｏ ₂ 発生量等の低減 

「 多治見市高田町地内」 と「 土岐市環境センタ ー」 は、 多治見市と 土岐市の市境にあり 、  

人口重心に比較的近いこ と から 、 3 市の市民にと って比較的利便性が高い。 そのため、 収集 

車や一般車両の搬入に伴う Ｃ Ｏ₂ 発生量や時間的コ ス ト の低減等が見込め、 距離的優位性が 

ある 。  

イ  周辺道路の渋滞や交通安全対策 

どの候補地になったと し ても 、 周辺道路の渋滞や交通安全は、 市民が懸念さ れる こ と が 

見込ま れる ため、 丁寧かつ十分な説明やでき う る 限り の対策を行う 必要がある 。  

「 瑞浪市ク リ ーンセンタ ー」 は主要道から のアク セス は良いが、3 市の搬入車両が集中す 

る おそれがある 。「 土岐市環境センタ ー」 と 「 多治見市高田町地内」 は 3 市の搬入車両が分 

散する よ う 誘導可能である 。  

ウ  建設の容易性 

「 瑞浪市ク リ ーンセンタ ー」 ま たは「 土岐市環境センタ ー」 に建設する 場合、 現施設の取 

り 壊し と 新施設の建設で、 5〜6 年間は廃棄物の持ち込みができ ない。 その間、 他 2 市への 

搬入と なる ため、 瑞浪市ま たは土岐市の市民や事業者の負担と なる 。  

一方、「 多治見市高田町地内」 は、 3 市の施設を稼働し ながら 工事が可能であり 、 かつ、  

造成工事が必要なも のの、 十分な敷地を確保可能。  

エ 周辺環境への影響 

どの候補地になったと し ても 、 周辺環境への影響を調査し たう えで、 周辺環境への負荷 

を最大限低減する 措置が必要になる 。 ま た、「 多治見市高田町地内」 については環境への影 
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響が不確かな面がある も のの、 現時点での 3 候補地の周辺環境への影響について優劣はつ 

け難い。  

オ 施設建設費 

3 か所の候補地のいずれであっても 、 施設そのも のを建設する 費用に大き な違いはない。 

用地の造成において、「 瑞浪市ク リ ーンセンタ ー」 と 「 土岐市環境センタ ー」 の場合は、 

拡張に伴う 造成費が必要と なる が、新たに造成する「 多治見市高田町地内」 と 費用面におい 

て大き な違いはない。 なお、 既存焼却施設については、 いずれも 解体する ため、 費用比較で 

考慮し ない。  

 

写真 3 最終候補地位置 

 

 

： 最終候補地位置 

出典： 岐阜県「 県域統合型 GI S ぎふ」 を 加工 

 

 

 

 

 

五斗蒔 

パーキン グエリ ア  

土岐市環境セン タ ー 

高田テク ノ パーク  
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( 7) 広域ごみ焼却施設建設候補地の選定についての答申 

最終候補地について検討・ 協議を行った結果を踏ま え、 東濃西部広域ごみ焼却施設整備等審 

議会から 、「 広域ごみ焼却施設建設候補地の選定について（ 答申）」 が令和 8 年 3 月 16 日に提出 

さ れま し た。  

 

 

令和８ 年３ 月16日 

 

多治見市長 髙木 貴行 様 

瑞浪市長  水野 光二 様 

土岐市長  加藤 淳司 様 

 

東濃西部広域ごみ焼却施設整備等審議会 

会長 義家 亮 

 

広域ごみ焼却施設建設候補地の選定について（ 答申）  

 

  令和７ 年７ 月31日に諮問のあっ た東濃西部広域ごみ焼却施設の建設候補地について、

本審議会において慎重に審議し た結果、「 多治見市高田町地内」 と する こ と が適切であ

る と 認め、 答申し ま す。  

  ただし 、 次の付帯意見に留意し て事業を推進し てく ださ い。  

 

記 

   

１  交通安全と 渋滞対策 

（ １ ） 周辺道路の渋滞緩和や通学等の交通安全対策に十分配慮する と  と も に、 地域

住民の意見に十分配慮し 適切な対策を講じ る こ と 。  

（ ２ ） 瑞浪市方面から のアク セス について、 国道19号岩畑交差点から 岐阜県道84号土

岐可児線を 使用する ルート は、 渋滞が懸念さ れる も のの、 合理的である 。 渋滞す

る 時間帯や交通量など を 十分調査し た上で使用について検討する こ と 。  

 

２  合理的な用地造成と 進入路の確保 

   候補地は土岐市に隣接し ている 。 利用者の利便性や建設後のよ り 良い運営を 考

慮し 、 市境にこ だわら ず、 進入路を 含め合理的な用地の造成を検討する こ と 。  

 

３  周辺環境への適切な配慮 

   周辺環境を十分調査し 、生活環境、自然環境への適切な配慮と 対策を 行う こ と 。 
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9  候補地の敷地面積の検証                                                         

( 1) 平面配置図（ イ メ ージ）  

施設の平面配置計画は今後策定する こ と になり ま すが、 こ こ では候補地に広域処理施設の建 

設が可能か平面配置図（ イ メ ージ） を用い検証し ま す。  

平面配置図（ イ メ ージ） は、 計画する 広域処理施設と 同規模である 三の倉センタ ーの工場等 

（ 処理棟）、管理棟及び車庫棟のサイ ズを参考に作成し ま し た。ま た、多目的な施設を目指し 、  

環境教育や災害時の避難所などへの利用についても 検討し ている こ と から 、 余裕のある 面積と  

し ていま す。  

平面配置図（ イ メ ージ） は、 図 14 に示すと おり です。  

平面配置については、 混雑時の渋滞回避のため搬入道路を含め周回道路と し て 2 車線を配置 

する と と も に、 災害時の市民の駐車や環境教育施設と し ての来客を考慮し 150 台の駐車場を配 

置し ていま す。  

こ れによ り 施設の平場面積（ 道路含む） は、 約 26, 000 ㎡程度と なり ま す。  

 環境教育施設と し ての利用のイ メ ージは、 写真 4 に示すと おり です。  

 

図 14 平面配置図（ イ メ ージ）  
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写真 4 環境教育施設のイ メ ージ 

  

桑名広域清掃事業組合資源循環セン タ ー視察( 令和 6 年 11 月 12 日）  

 

( 2) 候補地の平面配置図（ イ メ ージ） プロ ッ ト  

最終決定し た候補地に平面配置図（ イ メ ージ） をプロ ッ ト し た航空写真は、 写真 5 に示すと  

おり です。  

      航空写真にプロ ッ ト し た結果、 概ね問題なく 計画地に配置でき ま す。  

      ただし 、 候補地の南東側には特別高圧線がある こ と から 、 建物の離隔や施工の制限等につい 

て今後確認し ていく 必要があり ま す。   

ま た、 南西側には谷がある ため造成工事において留意が必要です。  

 

写真 5 候補地へのプロ ッ ト  

 

 

： 平面配置図（ イ メ ージ）                       ： 市境（ 多治見市・ 土岐市）  

出典： 岐阜県「 県域統合型 GI S ぎふ」 を 加工 
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10  事業ス ケジュ ール                                                           

事業ス ケジュ ールは、 表 13 示すと おり です。  

  

表 13 広域可燃ごみ焼却施設等事業ス ケジュ ール 

  

 

 

11  過渡期のごみ処理方法の検討                                                  

広域化施設の稼働ま で各市の可燃ごみ処理施設を安全に使用でき る よ う 各市で修繕等の対応 

を検討し ていき ま す。  

 

 

 

 

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

広域化実現可能性
調査

広域化基本構想

用地選定

一般廃棄物処理基本計画
(各市）

各市

一般廃棄物処理基本計画
（広域版）

土地利用基本調査

循環型社会形成推進地域
計画

地形測量

地質調査

施設整備基本計画

民間活力(PFI等)
導入可能性調査

施設基本設計

環境影響評価

都市計画決定

発注手続き（業者選定）

造成基本・実施設計

造成工事

建設工事

施設稼働

業務の内容

工事後工事中

稼働開始時期

方法 調査・準備書 評価

： 交付対象事業

： 交付対象外事業
： 交付対象について協議が必要な事業
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12  交付金の活用                                                                       

( 1) 交付金制度 

       可燃ごみの焼却施設整備事業は、 環境省の循環型社会形成推進交付金制度の交付対象事業と な 

り ま す。 循環型社会形成推進交付金制度の交付率は、 表 14 に示すと おり です。  

 交付割合については、 粗大ごみ処理施設「 マテリ アルリ サイ ク ル推進施設」 及び通常の焼却施 

設「 エネルギー回収型廃棄物処理施設（ 交付率 1/3）」 は 1/3 で、 災害対策の強化に資する エネル 

ギー効率の高い焼却施設である「 エネルギー回収型廃棄物処理施設（ 交付率 1/2) 」については 1/2 

と なり ま す。  

 ま た、 長期広域化・ 集約化計画に沿って令和 7 年度以降に新たに着工する 事業であって、 計画 

処理区域内の対象施設を 2 施設以上廃止する と と も に計画処理区域の構成市町村数が 2 市町村以 

上増加する 場合は、「 マテリ アルリ サイ ク ル推進施設」 及び「 エネルギー回収型廃棄物処理施設 

（ 交付率 1/3）」 が交付率が 2/5、「 エネルギー回収型廃棄物処理施設（ 交付率 1/2) 」 については 

3/5 と なり ま す。  

 なお、 本事業は、 長期広域化・ 集約化計画に沿って行う 事業に該当し ま す。  

 その他、 地形測量や環境影響評価などの「 施設整備に関する 計画支援事業」 については、 交付 

率は 1/4 と なり ま す。  

  

表 14 循環型社会形成推進交付金制度の交付率 

項  目 交付率 
長期広域化・ 集約化計画 

に沿った事業の交付率 

マテリ アルリ サイ ク ル推進施設 1/3 2/5 

エネルギ ー回収型廃棄物処理施設

（ 交付率 1/3）  
1/3 2/5 

エネルギ ー回収型廃棄物処理施設

（ 交付率 1/2)  
1/2 3/5 

施設整備に関する 計画支援事業 1/4 1/4 
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( 2) 交付要件 

           循環型社会形成推進交付金の交付を受ける ための要件は、 以下に示すと おり です。  

 

① マテリ アルリ サイ ク ル推進施設 

       マテリ アルリ サイ ク ル推進施設の交付要件は、 表 15 に示すと おり です。  

 

表 15 交付要件（ マテリ アルリ サイ ク ル推進施設）  

 

    

② エネルギー回収型廃棄物処理施設（ 交付率 1/3） 及び（ 交付率 1/2) 共通 

       エネルギー回収型廃棄物処理施設（ 交付率 1/3） 及び（ 交付率 1/2) 共通の交付要件は、 表 

16 に示すと おり です。  

 

表 16 交付要件（ エネルギー回収型廃棄物処理施設（ 交付率 1/3） 及び（ 交付率 1/2) 共通）  

   

項目 交付対象事業の範囲・ 交付要件 詳　 細

・ 人口5万人以上又は面積400km
2
以上の地域。 -

・ 交付対象事業者における 交付対象事業費の合計が
　 10, 000千円以上と なる も のである こ と 。 -

・ 交付金の交付の対象と なる 事業にあっては、 別に定め
　 る 廃棄物処理施設の性能指針等に適合し ている こ と 。

・ ごみ破砕選別施設については90日間以上
　 の連続運転の安定稼働、 破砕物の性状、
　 回収物の純度等。

・ プラ ス チッ ク 使用製品廃棄物の分別収集及び再商品化
　 に必要な措置を 行っている 又は当該地域計画の期間の
　 末日から １ 年後ま でに当該措置を行う こ と を 計画し て
　 いる 市町村と する 。

・ プラ ス チッ ク 容器包装廃棄物及びそれ以
　 外のプラ ス チッ ク 使用製品廃棄物の両方
　 を 含む場合に限る 。

「 マテリ アルリ サイ ク ル
推進施設」

項目 交付対象事業の範囲・ 交付要件 詳　 細

・ 人口5万人以上又は面積400km
2
以上の地域。 -

・ 交付対象事業者における 交付対象事業費の合計が
　 10, 000千円以上と なる も のである こ と 。 -

・ 交付金の交付の対象と なる 事業にあっては、 別に定め
　 る 廃棄物処理施設の性能指針等に適合し ている こ と 。

・ 焼却施設については90日間以上の連続運
　 転の安定稼働等。

・ プラ ス チッ ク 使用製品廃棄物の分別収集及び再商品化
　 に必要な措置を 行っている 又は当該地域計画の期間の
　 末日から １ 年後ま でに当該措置を行う こ と を 計画し て
　 いる 市町村と する 。

・ プラ ス チッ ク 容器包装廃棄物及びそれ以
　 外のプラ ス チッ ク 使用製品廃棄物の両方
　 を 含む場合に限る 。

・ 交付限度額に対する 単年度交付額の平準化について検
　 討を行う 。 -

・ エネルギー回収型廃棄物処理施設の場合、 エネルギー
　 回収率が規定以上の施設を 整備する 。

・ エネルギー回収型廃棄物処理施設のう
　 ち、 ごみ焼却施設については、 エネル
　 ギー回収率を15. 0％相当以上（ 150t/日～
　 200t/日の場合） の施設を整備する 。

・ 廃棄物の広域的な処理や廃棄物処理施設の集約化の検
　 討。

・ 検討し た結果を 地域計画に記載する 。

・ Ｐ Ｆ Ｉ 等の手法によ る 施設設計の段階から の民間活力
　 の活用等検討。

・ 民間活力等検討結果を交付申請書と と も
　 に提出する 。

・ 一般廃棄物処理の有料化の検討を行う 。 ・ 有料化実施（ 計画） の内容を 減量化の施
　 策と し て地域計画に記載する 。

・ 施設の長寿命化のための施設保全計画を 策定する 。 ・ 施設保全計画と は、 「 施設の性能を長期
　 に維持し ていく ために、 日常的・ 定期的
　 に行う 維持・ 補修データ の収集、 設備・
　 機器の劣化・ 故障・ 寿命の予測等を定め
　 た作業計画であり 、 同計画の適正な実施
　 によ り 、 施設の機能低下の速度が抑制さ
　 れる 。 」 こ と を いう 。

・ 一般廃棄物会計基準の導入。 ・ 原価計算書等を 交付申請書と と も に提出
　 する 。

「 エネルギー回収型廃棄
物処理施設（ 交付率
1/3) 」
「 エネルギー回収型廃棄
物処理施設（ 交付率
1/2) 」 共通
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③ エネルギー回収型廃棄物処理施設（ 交付率 1/2)  

エネルギー回収型廃棄物処理施設（ 交付率 1/2) の交付要件は、 表 17 に示すと おり です。  

交付金の交付率が高いエネルギー回収型廃棄物処理施設（ 交付率 1/2) は、 表 16 の交付要 

件に加え、 さ ら に表 17 の交付要件を満たす必要があり ま す。  

 

表 17 交付要件（ エネルギー回収型廃棄物処理施設（ 交付率 1/2) ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 交付対象事業の範囲・ 交付要件 詳　 細
・ エネルギー回収型廃棄物処理施設の場合、 エネルギー
　 回収率が規定以上の施設を 整備する 。 特にエネルギー
　 回収型廃棄物処理施設（ 交付率1/2) の場合、 回収率は
　 高く なる 。

・ 循環型社会形成推進交付金の場合： 回収
　 率19. 0％相当以上（ 150t /日～200t /日の
　 場合）
・ 二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金の
　 場合： 15. 0％相当以上（ 150t /日～200t /
　 日の場合） の施設を 整備する 。

・ 災害廃棄物対策指針を 踏ま えて地域における 災害廃棄
　 物処理計画を策定し て災害廃棄物の受け入れに必要な
　 設備を 備える こ と 。

・ 災害廃棄物の受け入れに必要な設備と し
　 て、 下記の設備・ 機能を 装備する こ と 。
　 1． 耐震・ 耐水・ 耐浪性
　 2． 始動用電源、 燃料保管設備
　 3． 薬剤等の備蓄倉庫
　 なお、 上記全ての設備・ 機能を一律に整
　 備する 必要はなく 、 地域の実情に応じ 、
　 災害廃棄物処理計画において必要と さ れ
　 た設備・ 機能を 整備する こ と 。

・ 溶融処理を 行わない一般廃棄物焼却施設
　 の場合
　 ｙ  = －240 l og( x)  ＋820 以下

　 ｘ ： 一般廃棄物焼却施設の1日当たり の
　 　 　 処理能力（ 単位： ト ン）
　 ｙ ： 一般廃棄物焼却施設における 一般廃
　 　 　 棄物処理量当たり の二酸化炭素排出
　 　 　 量の目安（ 単位： 一般廃棄物処理量
　 　 　 1ト ン当たり のキロ グラ ムで表し た
　 　 　 二酸化炭素の量）

・ 溶融処理を 行わない一般廃棄物焼却施設
　 の場合
　 ｙ  = －240 l og( x)  ＋485 以下

　 ｘ ： 一般廃棄物焼却施設の1日当たり の
　 　 　 処理能力（ 単位： ト ン）
　 ｙ ： エネルギー使用及び熱回収に係る 一
　 　 　 般廃棄物処理量当たり の二酸化炭素
　 　 　 排出量の目安（ 単位： 一般廃棄物処
　 　 　 理量1ト ン当たり のキロ グラ ムで表
　 　 　 し た二酸化炭素の量）

・ 構成市の災害廃棄物処理計画の策定 -

「 エネルギー回収型廃棄
物処理施設（ 交付率
1/2) 」

・ 二酸化炭素排出量が一般廃棄物処理量当たり の二酸化
　 炭素排出量の目安に適合する よ う 努める と と も に、 エ
　 ネルギーの使用及び熱回収に係る 二酸化炭素排出量に
　 ついては一定の水準を 満たすこ と 及び別に定める 「 エ
　 ネルギー回収型廃棄物処理施設整備マニュ アル」 に適
　 合する も のに限る 。
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( 3) 各業務の概要及び循環型社会形成推進交付金交付対象事業の一覧 

 各業務の概要及び交付金対象内外については、 表 18 に示すと おり です。  

  

表 18 各業務の概要及び循環型社会形成推進交付金の対象 

   

一般廃棄物処理基本計画
(各市）

・市町村における一般廃棄物処理に係る長期的視点に立った基本的な方針
　を明確にするものであり、一般廃棄物処理施設や体制の整備、財源の確
　保等について十分検討するとともに、それを実現するための現実的かつ具
　体的な施策を総合的に検討する。
・ごみの減量や資源化の促進などの施策を考慮し、ごみ排出量の将来予測
　を行う。
・ごみの排出量予測結果は、広域処理施設の施設規模算定の基礎データ
　となる。

交付対象外

一般廃棄物処理基本計画
（広域版）

・各市の一般廃棄物処理基本計画の内容をとりまとめ、3市のごみ排出量や
　資源化量を算定する。また、広域処理する品目や施設について取りまとめ
　る。
・3市のごみ排出量の将来予測結果から広域処理施設の規模を算定する。
・その他、施設整備基本構想の内容も含む。

交付対象外

土地利用基本調査

・施設建設等による開発規模（範囲）を把握するため、概略の施設配置計画
　を立案すると伴に、既存地図データ等に照らし調査を行う。
・次年度から実施される「環境影響評価業務」等の調査規模設定（業務費用
  の見積）に必要となる。

交付対象外

循環型社会形成
推進地域計画

・廃棄物処理施設整備事業の施設整備に際し、循環型社会形成推進交付金
　制度に基づく実施計画を策定する。
・広域版の一般廃棄物処理基本計画の内容を基に作成する。
・本計画を提出した次年度の事業から交付金の交付を受けられる。

交付対象外

地形測量
・計画地の現況平面図、縦横断図の作成、用地境界の確定を行う。

交付対象内

地質調査

・ボーリングによる地質状況調査を実施する。
・施設（建物）等を支持する地層を確認し、基礎杭の必要性を検討する基礎
  情報を得るために行う。また、土質の特性や地下水位等の状況を調査す
   る。

交付対象内

施設整備基本計画

・施設稼働にともなう「公害防止目標値」、「処理方式の設定」、「余熱利用計
　画」、　「プラントの各設備仕様」等施設の整備計画を策定する。 交付対象内

民間活力(PFI等)
導入可能性調査

・公共事業の事業方式〔公設公営方式、公設民営方式、PFI（民設民営）方
  式〕　ごとに方式の概要、公共及び民間の責任・リスク、資金調達・設計・施
  工・運営・管理・施設所有における公共及び民間の役割、一般廃棄物処理
  施設整備運営事業における導入事例等について整理し、各事業方式の特
  徴を明らかにする。
・ 各事業方式で期待される、VFM（バリュー・フォー・マネー：事業のライフサ
　イクルにおける費用と効果の最適な組み合せ）による財政支出の削減効果
　を算出する。
・本事業の事業概要書を提示し、アンケートにより、民間事業者の参加の意
　向を把握する。
・【循環型社会推進交付金の交付要件】

交付対象内

施設基本設計
・見積仕様書、発注仕様書（要求水準書）を作成する。

交付対象内

環境影響評価

・開発事業の内容によって、環境にどのような影響を及ぼすか調査、予測、
  評価を行い、その結果を公表し、意見を聴き、それらを踏まえて環境の保全
   の観点からより良い事業計画とするもの。

交付対象内

都市計画決定

・都市施設である廃棄物処理施設を都市計画区域内に設置する場合に、必
  要となる手続き。
・都市計画法上の位置決定等を行う。
・施設位置の決定理由等資料を作成する。
・環境影響評価の結果の添付が必要となる。

交付対象外

発注手続き（業者選定）

・業者選定を行うための発注手続を行う。
・プラントメーカーからの提案書の内容や入札金額等により事業者を選定
　する。

交付対象内

造成基本・実施設計
・造成工事を行うための設計を行う。

交付対象内

造成工事
・施設建設地の造成工事を行う。

要協議

建設工事
・施設建設工事を行う。

交付対象内

業務の内容 概要
循環型社会形成

推進交付金
対象内外
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2 地域の特性 

 ( 1) 気候 

    岐阜県は太平洋側と 日本海側の中間に位置し ま す。 その中で、 太平洋側に近い美濃地方 

の大部分は、 夏には太平洋の高温・ 多湿な空気がふき こ み雨が多く ， 冬には北西の季節風 

が高い山々をこ えて吹き 降ろすため空気は乾燥し 、 雨が少ない「 太平洋岸気候区」 と なっ 

ていま す。 ま た東濃地域は、 夏は蒸し 暑く 、 冬は寒いが降雪は少ない特徴があり ま す。  

岐阜県の年平均気温の平年値分布及び年降水量の平年値分布は、図 1 に示すと おり です。 

年平均気温、 年降水量と も に、 隣接する 多治見市、 瑞浪市、 土岐市の中でも 差がみら れ 

ま す。  

 

 

図 1 気象庁メ ッ シュ 平均値（ 1991 年～2020 年）  

 

    多治見観測所における 過去 10 年間観測データ 及び令和 4 年度の月毎の観測データ を図 2 

及び図 3 に示し ま す。  

    年別での気候の状況については、 最低気温は-5℃を下回る こ と が多く 、 最高気温は 40℃ 

を超える 年がみら れま す。 年間降水量は 2, 000mmを超える 年も みら れま す。  

       令和 4 年の月別での気候の状況については、 7 月が最も 気温が高く 、 降水量は 7 月～9 月 

   に集中し ていま す。    
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図 2 年別の気候の状況（ 多治見観測所）  

 

 

図 3 月別の気候の状況（ 令和 4 年 多治見観測所）  

 

 ( 2) 産業 

    多治見市、 瑞浪市及び土岐市の産業別の事業者数及び従業員者数の割合は、 図 4 及び図

5 に示すと おり です。 3 市は農林業のウ ェ イ ト が低く 、 窯業関連の製造業が大き なウ ェ イ ト  

を占めており 、 中でも セラ ミ ッ ク 等の工業部材の製造業は、 自動車関連の業績と 連動 

し て好調と なっていま す。 ま た、 陶磁器等は古く から 美濃焼の産地と し て名を馳せ、 主要 

な産業と なっていま す。  
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     図 4 3 市の事業所数割合          図 5  3 市の従業員者数割合 

 

 

( 3) 面積 

   各市の土地の面積については、表 1 に示すと おり です。循環型社会形成推進交付金※の交付 

要件は 400k ㎡以上であり 、 3 市を合計し ても 交付要件を満たし ていま せん。  

 

表 1  各市の土地の面積 

 

 

 

※循環型社会形成推進交付金  

 市町村が実施する 廃棄物の 3Ｒ （ リ デュ ース 、 リ ユース 、 リ サイ ク ル） を総合的に推進する た 

めの廃棄物処理・ リ サイ ク ル施設整備に対する 国の交付金 

交付対象設備について 1/3 ま たは 1/2 の交付金が交付さ れる   

 

 

 

 

91.25 k㎡

174.86 k㎡

116.02 k㎡

382.13 k㎡

循環型社会
形成推進交付金

交付要件
400k㎡以上

多治見市

瑞浪市

土岐市

合計

備考土地の面積
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( 4) 人口 

   多治見市、 瑞浪市及び土岐市の将来人口の予測結果については、 表 2 及び図 6 に示すと お 

り です。 なお令和 4 年度の値については実績値であり 、 それ以降は人口問題研究所の 5 年ご 

と の推計値を基に算定し ていま す。  

   循環型社会形成推進交付金の交付要件は 50, 000 人以上であり 、 現在、 瑞浪市は単独では交 

付を受けら ま せん。 ま た、 数年後には土岐市も 単独では交付金が受けら れなく なる こ と が予 

測さ れま す。  

 

表 2 将来人口の推計 

  

出典： R10 以降は人口問題研究所推計を ベース に加工 

 

図 6  各市の将来人口予測 

 

3 可燃ごみ処理の状況・ 将来予測 

 ( 1) 可燃ごみ処理施設の概要 

    各市の可燃ごみ処理施設の概要は、 表 3 に示すと おり です。  

    多治見市及び瑞浪市の施設は、 1, 600℃を超える 温度で可燃ごみを溶融処理する 施設で、 

施設で発生する 灰の大部分が黒い砂状の物質（ スラ グ） と なり ま す。 1, 600℃を超える 温度 

を維持する ため多く の燃料が必要と なり ま す。 一方で、 ス ラ グは道路の路盤材やコ ンク リ  

ート 骨材等に有効利用でき ま す。  

    土岐市の施設は、概ね 850℃以上温度で可燃ごみを焼却する 施設で、溶融処理に比べ焼却 

灰は多く 発生し ま す。 一方で少ない燃料使用量で運転が可能です。  

R4 R10 R15 R20 R25 R30

2022 2028 2033 2038 2043 2048

多治見市人口 人 107,443 100,821 95,952 90,635 85,110 79,546

瑞浪市人口 人 36,355 33,660 31,641 29,600 27,527 25,439

土岐市人口 人 56,047 49,882 46,651 43,431 40,279 37,173

合計 人 199,845 184,362 174,245 163,667 152,916 142,158

項目 備考

人口予測

循環型社会
形成交付金
交付要件

50,000人以上

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

R4 R10 R15 R20 R25 R30

(人）

（ 年度）

人口予測

多治見市人口 瑞浪市人口 土岐市人口 交付要件人口
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表 3 各市の可燃ごみ処理施設の概要 

 

※建屋（ 鉄筋コ ンク リ ート ） の耐用年数 50 年 ：  減価償却資産の耐用年数等に関する 省令 

 

焼却施設の供用年数については、 図 7 に示すと り 、 全国平均で 30. 5 年と なっていま す。 

3 市の施設の稼働年数は、 3 施設と も 20 年以上経過し ており 、 多治見市及び瑞浪市の施 

設については、 全国の施設の平均供用年数（ 30. 5 年） ま で 10 年程度であり 、 土岐市の施設 

については 3 年ほど上回っていま す。  

 

 

      出典： 廃棄物処理施設長寿命化総合計画作成の手引き  

図 7  全連続焼却施設の供用年数 

    

多治見市
三の倉センター

瑞浪市
クリーンセンター

土岐市
環境センター

処理方式
コークスベット式
直接溶融炉方式

（充填層竪型シャフト炉）

酸素式熱分解
直接溶融炉

（一体型シャフト炉）

機械化バッチ燃焼方式
（ストーカ炉）

可燃ごみ処理施設能力 170t/24h 50t/24h 70t/8h

処理対象物

・燃やすごみ
・破砕残渣
・汚泥（し尿、下水）

・可燃ごみ
・可燃粗大ごみ
・汚泥（し尿、下水）

・燃えるごみ

使用開始年度 2003年 2002年 1990年

稼働年数 20年 21年 33年

全国平均供用年数
（30年間）との比較

残り10年 残り9年 3年超過

建屋（鉄筋コンクリート）
※

の耐用年数（50年）との比較
残り30年 残り29年 残り17年
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    ま た、 施設運転を継続する う えで最も 耐久性が求めら れる 建屋は、 耐用年数 50 年程度と  

いわれており 、 現状と 比較する 場合、 多治見市及び瑞浪市の施設は残り 30 年程度、 土岐市 

の施設は残り 17 年程度と なっていま す。  

    一方で、 新設する 場合の期間については、 100t /日を超える 可燃ごみ処理施設を建設する  

場合、循環型社会推進地域計画に 1 年、環境影響評価に 3 年以上、発注手続き に 2 年程度、  

施設建設工事に 4 年程度必要と なる ため最低 10 年程度は必要と なり 、用地選定等を含める  

と さ ら に期間を要する こ と になり ま す。  

    本事業の工程表（ 案） を、 表 4 に示し ま す。  

 

表 4 可燃ごみ処理施設建設事業ス ケジュ ール（ 案）  

 

 

 ( 2) 可燃ごみ処理実績 

  ① 各年度の処理・ 処分実績 

各市の可燃ごみの処理実績は表 5、 図 8 及び図 9 に、 可燃ごみ処理量 1t 当たり の飛灰 

等最終処分量の実績は表 6 及び図 10 に示すと おり です。  

        各市の人口割合によ り 可燃ごみ処理量が異なる 一方、 飛灰等最終処分量（ ス ラ グを除 

く ） は溶融処理方式の施設である 多治見市及び瑞浪市が低い割合と なっていま す。  

         

 

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

広域化実現
可能性調査

広域化基本構想

用地選定

用地取得

一般廃棄物処理
基本計画

循環型社会形成
推進地域計画

施設整備基本構想

施設整備基本計画

測量
地質調査

環境影響評価
都市計画決定

発注手続き

建設工事

施設稼働

業務の内容
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表 5 各市の可燃ごみ処理実績 

 

 

 

図 8 各市の可燃ごみ処理実績 

 

 

図 9 各市の飛灰等最終処分実績 

H30 R1 R2 R3 R4

2018 2019 2020 2021 2022

多治見市 t/年 42,987 44,386 46,261 46,410 42,575

瑞浪市 t/年 11,600 11,895 11,517 10,893 10,789

土岐市 t/年 16,749 16,681 16,113 15,360 14,971

合計 t/年 71,336 72,961 73,891 72,664 68,334

多治見市 t/年 2,476 2,451 2,643 2,599 2,397

瑞浪市 t/年 301 335 329 311 329

土岐市 t/年 2,128 2,135 2,022 1,915 1,881

合計 t/年 4,905 4,921 4,995 4,824 4,607

項目 備考

可燃ごみ
処理量

飛灰等
最終処分量

機能検査報告書
（汚泥を含む可燃ごみ処理量）

運転管理年報
（汚泥を含む可燃ごみ処理量）

土岐市統計書

機能検査報告書

運転管理年報

土岐市統計書
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表 6 各市の可燃ごみ処理量 1t 当たり の飛灰等最終処分量実績 

 

 

図 10 各市の飛灰等最終処分実績 

 

② 各年度の施設能力に対する 処理割合 

     各市の可燃ごみ処理施設における 処理能力（ 1 日当たり の処理能力） に対する 処理割 

合は、 表 7 及び図 11 に示すと おり です。  

     多治見市は 95～100％程度、瑞浪市は 80～90％、土岐市は 80～90％程度の処理割合で、  

著し い処理効率の低下はみら れま せんが、 若干減少傾向にあり ま す。  

 

表 7 施設能力に対する 可燃ごみ処理割合実績 

 

H30 R1 R2 R3 R4

2018 2019 2020 2021 2022

多治見市 t/年 0.058 0.055 0.057 0.056 0.056

瑞浪市 t/年 0.026 0.028 0.029 0.029 0.031

土岐市 t/年 0.127 0.128 0.126 0.125 0.126

合計 t/年 0.069 0.067 0.068 0.066 0.067

可燃ごみ処理
量1t当りの飛

灰等
最終処分量

飛灰等最終処分量合計
/可燃ごみ処理量合計（汚泥量含
む）

項目 備考

飛灰等最終処分量
/可燃ごみ処理量（汚泥量含む）

0.000

0.020

0.040

0.060

0.080

0.100

0.120

0.140

H30 R1 R2 R3 R4

（ t/年）

（ 年度）

可燃ごみ処理量1t当りの飛灰等最終処分量実績

多治見市 瑞浪市 土岐市

H30 R1 R2 R3 R4

2018 2019 2020 2021 2022

多治見市 ％ 94% 97% 101% 102% 93%

瑞浪市 ％ 86% 88% 86% 81% 80%

土岐市 ％ 89% 88% 86% 82% 80%

合計 ％ 92% 93% 95% 93% 88%

項目 備考

施設能力に対
する可燃ごみ

処理割合

施設能力170t/日に対する割合
年間処理量/365(366)日
/(280/365)/0.96/170t×100

施設能力50t/日に対する割合
年間処理量/365(366)日
/(280/365)/0.96/50t×100

施設能力70t/日に対する割合
年間処理量/365(366)日
/(280/365)/0.96/70t×100

施設能力290t/日に対する割合
年間処理量/365(366)日
/(280/365)/0.96/290t×100



- 資料9 - 

 

 

図 11 施設能力に対する 可燃ごみ処理割合実績 

 

 

 ( 3) 可燃ごみ処理の将来予測 

    各市の可燃ごみの処理の将来予測結果は、 表 8 及び図 12 に示すと おり です。  

    過去 5 年程度の可燃ごみの処理実績及び人口推計から 、 将来の処理量を予測し ま し た。  

ま た、 処理量から 必要処理能力を表示し ていま す。  

人口減少によ り 、 処理量（ 必要処理能力） は減少する こ と が予測さ れ、 例えば 15 年後の 

令和 20 年度に施設を統合し た場合の必要処理能力は 194ｔ /日（ 112t /日+51t /日+31t/日） 

と なり ま す。   【 必要能力＝可燃ごみ処理量÷（ 280 日/365 日） ÷0. 96】  

なお、 多治見市及び瑞浪市の可燃ごみ処理量については、 現在処理を行っている 汚泥の 

量は入っていま せん。  

ま た、今後の廃プラ ス チッ ク の分別の推進によ っては、可燃ごみ処理量（ 必要処理能力）  

はさ ら に減少する こ と が予想さ れま す。  

 

表 8 各市の可燃ごみ処理の将来予測結果 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

H30 R1 R2 R3 R4

（ t/年）

（ 年度）

施設能力に対する可燃ごみ処理割合実績

多治見市 瑞浪市 土岐市

R4 R10 R15 R20 R25 R30

2022 2028 2033 2038 2043 2048

多治見市 t/年 34,321 31,865 31,044 30,146 29,253 28,275

瑞浪市 t/年 10,777 9,355 8,846 8,331 7,827 7,282

土岐市 t/年 14,971 14,692 14,144 13,598 13,082 12,536

合計 t/年 60,068 55,912 54,033 52,075 50,162 48,093

多治見市 t/日 128 119 115 112 109 105

瑞浪市 t/日 40 35 33 31 29 27

土岐市 t/日 56 55 53 51 49 47

合計 t/日 224 208 201 194 187 179

項目

可燃ごみ処理量

必要処理能力
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図 12 各市の可燃ごみ処理の将来予測結果 

 

 ( 4) 処理に係る 経費 

  ① 収集・ 運搬費     

各市の収集運搬費の実績は、 表 9～表 11 に示すと おり です。  

可燃ごみ 1t 当たり の収集・ 運搬費の平均は、 多治見市は 9 千円/t、 瑞浪市は 11 千円 

/t、 土岐市は 10 千円/t であり 、 大き な差はみら れま せん。  

     なお、 費用は環境省の公開情報（ 廃棄物技術情報） によ る も ので、 中間処理を対象と  

し ている ため、 一部リ サイ ク ルや粗大ごみ処理に係る 経費も 含ま れていま す。  

 

表 9  多治見市の収集・ 運搬費用 
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119 115 112 109 105

40 35 33 31 29 27

56 55 53 51 49 47
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0
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10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

R4 R10 R15 R20 R25 R30

（ t/日）(t/年）

（ 年度）

可燃ごみ焼却・溶融処理量及び必要処理能力予測

多治見市処理量 瑞浪市処理量 土岐市処理量

多治見市処理能力 瑞浪市処理能力 土岐市処理能力

H30 R1 R2 R3

2018 2019 2020 2021

工事費 千円/年 0 0 0 0 0

人件費 千円/年 188,043 185,062 181,046 176,802 182,738

収集運搬費 千円/年 77,427 103,619 92,166 105,698 94,728

車両等購入費 千円/年 16,559 17,753 18,319 18,646 17,819

委託費 千円/年 104,764 111,955 128,965 88,674 108,590

合計 千円/年 386,793 418,389 420,496 389,820 403,875

ｔ/年 42,987 44,386 46,261 46,410 45,011

千円/t 9 9 9 8 9

費用　：　環境省廃棄物技術情報

多治見市
収集運搬費

可燃ごみ処理量

可燃ごみ処理量1t当たり費用

項目 平均
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表 10 瑞浪市の収集・ 運搬費用

 

表 11 土岐市の収集・ 運搬費用 

 

 

   ② 中間処理費     

各市の可燃ごみ等中間処理に係る 費用の実績は、 表 12～表 15 及び図 13 に示すと おり  

です。  

可燃ごみ 1t 当たり の処理費用の平均は、 多治見市 31 千円/t、 瑞浪市 43 千円/t 及び 

    土岐市 19 千円/t であり 、 溶融処理を行っている 多治見市及び瑞浪市と 比べ焼却を行っ 

ている 土岐市の単価が安価と なっていま す。  

 

 

 

 

 

H30 R1 R2 R3

2018 2019 2020 2021

工事費 千円/年 1,537 1,128 1,001 1,281 1,237

人件費 千円/年 68,036 67,174 56,912 54,565 61,672

収集運搬費 千円/年 4,633 10,222 7,585 8,048 7,622

車両等購入費 千円/年 4,052 14,590 17,150 16,520 13,078

委託費 千円/年 46,890 47,244 47,610 47,988 47,433

合計 千円/年 125,148 140,358 130,258 128,402 131,042

ｔ/年 11,600 11,895 11,517 10,893 11,476

千円/t 11 12 11 12 11

費用　：　環境省廃棄物技術情報

可燃ごみ処理量1t当たり費用

瑞浪市
収集運搬費

項目 平均

可燃ごみ処理量

H30 R1 R2 R3

2018 2019 2020 2021

工事費 千円/年 0 0 0 0 0

人件費 千円/年 138,595 140,641 143,580 130,698 138,379

収集運搬費 千円/年 20,322 15,999 14,170 19,414 17,476

車両等購入費 千円/年 6,912 16,811 8,789 6,776 9,822

委託費 千円/年 0 0 1,056 0 264

合計 千円/年 165,829 173,451 167,595 156,888 165,941

ｔ/年 16,749 16,681 16,113 15,360 16,226

千円/t 10 10 10 10 10

費用　：　環境省廃棄物技術情報

可燃ごみ処理量

可燃ごみ処理量1t当たり費用

土岐市
収集運搬費

項目 平均
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表 12 多治見市の中間処理費 

  

表 13 瑞浪市の中間処理費 

 

表 14 土岐市の中間処理費 

  

 

 

H30 R1 R2 R3

2018 2019 2020 2021

工事費 千円/年 264,242 295,240 0 0 139,871

人件費 千円/年 19,487 26,934 28,076 26,938 25,359

中間処理費 千円/年 294,096 712,887 293,890 398,439 424,828

委託費 千円/年 792,892 794,141 781,966 786,997 788,999

合計 千円/年 1,370,717 1,829,202 1,103,932 1,212,374 1,379,056

ｔ/年 42,987 44,386 46,261 46,410 45,011

千円/t 32 41 24 26 31

費用　：　環境省廃棄物技術情報

平均

多治見市
中間処理費

可燃ごみ処理量

可燃ごみ処理量1t当たり費用

項目

H30 R1 R2 R3

2018 2019 2020 2021

工事費 千円/年 0 163,376 274,474 91,694 132,386

人件費 千円/年 0 0 0 0 0

中間処理費 千円/年 244,038 176,029 159,934 187,767 191,942

委託費 千円/年 172,551 172,390 176,483 177,111 174,634

合計 千円/年 416,589 511,795 610,891 456,572 498,962

ｔ/年 11,600 11,895 11,517 10,893 11,476

千円/t 36 43 53 42 43

費用　：　環境省廃棄物技術情報

可燃ごみ処理量

瑞浪市
中間処理費

項目

可燃ごみ処理量1t当たり費用

平均

H30 R1 R2 R3

2018 2019 2020 2021

工事費 千円/年 112,104 162,678 152,900 200,453 157,034

人件費 千円/年 34,649 45,983 35,992 39,800 39,106

中間処理費 千円/年 57,391 69,731 61,085 67,286 63,873

委託費 千円/年 32,794 45,350 60,359 28,391 41,724

合計 千円/年 236,938 323,742 310,336 335,930 301,737

ｔ/年 16,749 16,681 16,113 15,360 16,226

千円/t 14 19 19 22 19

費用　：　環境省廃棄物技術情報

可燃ごみ処理量1t当たり費用

可燃ごみ処理量

土岐市
中間処理費

項目 平均
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表 15 各市の中間処理費 

    

 

図 13 各市の中間処理費 

 

 

 

 

 

 

 

 

H30 R1 R2 R3

2018 2019 2020 2021

多治見市　中間処理費
h14稼働（21年目）
シャフト炉　50t/日

千円/年 1,370,717 1,829,202 1,103,932 1,212,374 1,379,056

瑞浪市処理量　中間処理費
h15稼働（20年目）

シャフト炉　170t/日
千円/年 416,589 511,795 610,891 456,572 498,962

土岐市処理量　中間処理費
h2稼働（33年目）

ストーカ炉　70t/8h
千円/年 236,938 323,742 310,336 335,930 301,737

千円/年 2,024,244 2,664,739 2,025,159 2,004,876 2,179,755

多治見市
処理量1t当たり費用

h14稼働（21年目）
シャフト炉　50t/日

千円/t 32 41 24 26 31

瑞浪市
処理量1t当たり費用

h15稼働（20年目）
シャフト炉　170t/日

千円/t 36 43 53 42 43

土岐市
処理量1t当たり費用

h2稼働（33年目）
ストーカ炉　70t/8h

千円/t 14 19 19 22 19

千円/t 28 37 27 28 30

処理量
1t当たり費用

合計

合計

項目 平均
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処理費
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年間中間処理費及び処理量1t当たりの費用測

多治見市 中間処理費 瑞浪市処理量 中間処理費 土岐市処理量 中間処理費

多治見市

処理量1t当たり費用

瑞浪市

処理量1t当たり費用

土岐市

処理量1t当たり費用


